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○蓮田市水道事業給水条例施行規程 

平成18年10月30日企管規程第12号 

改正 

平成19年２月28日企業管理規程第２号 

平成22年１月６日企業管理規程第１号 

平成24年12月20日企業管理規程第６号 

平成25年９月19日企業管理規程第９号 

平成27年11月11日企業管理規程第３号 

平成29年12月28日企業管理規程第６号 

平成31年４月１日企業管理規程第４号 

令和３年12月27日企業管理規程第４号 

令和４年５月12日企業管理規程第８号 

令和５年９月19日企業管理規程第５号 

蓮田市水道事業給水条例施行規程 

（目的） 

第１条 この規程は、蓮田市水道事業給水条例（平成10年蓮田市条例第12号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（標識） 

第２条 条例第６条に規定する標識は、様式第１号とする。 

（給水装置の新設等の申込み） 

第３条 条例第７条の規定による給水装置の新設等の申込みは、様式第２号とする。 

（工事施行等） 

第４条 条例第９条第１項及び第２項の規定により給水装置工事を施行するときに用いる様式は、

次のとおりとする。 

(１) 蓮田市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）が

施行する場合 

給水装置工事の設計の申込み 様式第２号 

(２) 指定給水装置工事事業者が施行する場合 

給水装置工事の設計審査の申込み 様式第２号 

給水装置工事のしゅん工の届出 様式第３号 
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２ 条例第９条第３項の規定による当該工事に関する利害関係人の同意書等は、様式第２号を適用

する。 

第５条 削除 

（給水契約の申込み） 

第６条 条例第15条の規定による給水契約の申込みは、様式第５号とする。 

（給水装置の所有者の代理人） 

第７条 条例第16条の規定により代理人を選定したとき又は代理人に変更があったときは、様式第

６号により届け出なければならない。 

（管理人の選定） 

第８条 条例第17条の規定により管理人を選定したときは、様式第７号により届け出なければなら

ない。 

（メーターの設置） 

第９条 メーターは、条例第４条に定める給水装置の種類及び条例第５条に定める専用給水装置の

用途区分ごとに設置する。ただし、消火栓その他でメーターの設置を要しないものについては、

この限りでない。 

（メーターの保管） 

第10条 水道使用者等は、メーターの検針又は修繕等に支障を与えてはならない。また、メーター

に障害を与え、又は検針が著しく困難であるときは、管理者はその位置を変更させることができ

る。この場合に要する費用は、給水装置の所有者の負担とする。 

（水道の使用中止、変更等の申請及び届出） 

第11条 条例第20条第１項の規定による申請の様式は、次のとおりとする。 

(１) 水道の使用をやめるとき 様式第８号 

(２) 用途を変更するとき 様式第９号 

(３) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 様式第10号 

２ 条例第20条第２項の規定による届出の様式は、次のとおりとする。 

(１) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 様式第11号 

(２) 給水装置の所有者に変更があったとき 様式第12号 

(３) 消防用として水道を使用したとき 様式第13号 

(４) 管理人に変更があったとき 様式第14号 

（給水装置及び水質の検査） 
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第12条 条例第23条の規定により、給水装置の機能又は供給する水の水質の検査を受けようとする

ときは、様式第15号により申し込まなければならない。 

（メーターの検針） 

第13条 メーターを検針したときは、その都度様式第16号の１又は様式第16号の２による検針の票

に使用水量を記入して使用者に通知する。この場合、異状その他により使用水量が明示できない

ときは、使用者にこの旨を告げ適当な措置を講じなければならない。 

（使用水量の認定） 

第14条 条例第28条の規定による使用水量の認定は、前４か月間の使用水量その他の事実を考慮し

て決定する。 

（代用メーター取付け時の使用料） 

第15条 メーターを修理又は試験等のため取り外した場合において、その代用として臨時に口径の

異なるメーターを取り付けてもメーター使用料は、増減しない。取り付けない場合においても、

また同様とする。 

（料金等の徴収） 

第16条 条例第25条、第26条及び第32条に規定する料金等の徴収をするときの様式は、次のとおり

とする。 

(１) 条例第25条の料金及び条例第32条の臨時給水の場合の概算料金 蓮田市水道事業及び下水

道事業会計規程（昭和42年蓮田市企業管理規程第５号。次号において「規程」という。）第102

条第10号から第12号までの通知書 

(２) 条例第26条の給水加入金 規程第102条第10号の通知書 

（身分証票） 

第17条 料金等の収納、メーター検針、給水装置の工事又は検査に従事する係員は、その身分を明

らかにするため様式第17号による蓮田市上下水道部水道課係員証を携帯し、関係人の請求がある

ときは、これを提示しなければならない。 

附 則 

この規程は、平成18年11月１日から施行する。 

附 則（平成19年２月28日企管規程第２号） 

この規程は、平成19年３月１日から施行する。 

附 則（平成22年１月６日企管規程第１号） 

１ この規程は、平成22年２月１日から施行する。 
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２ この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、平成22年

４月30日までの間は、これを使用することができる。 

附 則（平成24年12月20日企管規程第６号） 

この規程は、平成25年１月４日から施行する。ただし、様式第17号の改正規定は、公布の日から

施行する。 

附 則（平成25年９月19日企管規程第９号） 

１ この規程は、平成25年10月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、平成26年

３月31日までの間は、これを使用することができる。 

附 則（平成27年11月11日企管規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年12月28日企管規程第６号） 

この規程は、平成30年１月１日から施行する。 

附 則（平成31年４月１日企管規程第４号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月27日企管規程第４号） 

１ この規程は、令和４年１月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 

附 則（令和４年５月12日企管規程第８号） 

この規程は、令和４年６月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月19日企管規程第５号） 

１ この規程は、令和５年10月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用す

ることができる。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条、第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号 削除 

様式第５号（第６条関係） 

 

様式第６号（第７条関係） 
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様式第７号（第８条関係） 

 

様式第８号（第11条関係） 
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様式第９号（第11条関係） 

 

様式第10号（第11条関係） 
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様式第11号（第11条関係） 

 

様式第12号（第11条関係） 
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様式第13号（第11条関係） 

 

様式第14号（第11条関係） 
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様式第15号（第12条関係） 
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様式第16号の１（第13条関係） 

 

様式第16号の２（第13条関係） 
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様式第17号（第17条関係） 

 


